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横 浜 市 鶴 見 公 会 堂 事 務 取 扱 要 綱 

 

株式会社アクト・テクニカルサポート 

制定 令和４年４月１日 

改正 令和５年３月１日 

 

第１章 趣旨 

１ 横浜市鶴見公会堂（以下「公会堂」という。）の利用方法その他必要な事項は、横浜市公会

堂事務取扱要領を基に横浜市鶴見公会堂事務取扱要綱を定めるものとする。 

 

第２章 開館時間等 

１ 開館時間 

開館時間は午前９時から午後１０時までとする。 

２ 休館日 

（１）１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３１日までを休館とする。 

（２）毎月第３月曜日（祝日の場合は翌日）は施設点検日とし休館とする。 

３ 利用時間 

（１）利用時間には、利用の準備に要する時間及び後片付け等、原状回復に必要な時間を

含む。 

（２）利用時間と利用時間の間、すなわち正午から午後１時まで、午後５時から午後５時

３０分までは利用の対象としない。ただし、昼間及び昼夜間の場合は連続したものと

みなし、利用することができる。又、会議室及び和室の午後と夜間の連続利用の場合

も連続したものとみなし、利用することができる。 

＊ 講堂、会議室、和室の利用時間帯は次のとおりとする。 

講堂 

利用時間帯 時     間 

昼 間 午前９時から午後５時まで 

夜 間 午後５時３０分から午後１０時まで 

昼夜間 午前９時から午後１０時まで 

会議室、和室 

利用時間帯 時     間 

  午 前 午前９時から正午まで 

午 後 午後１時から午後５時まで 

夜 間 午後５時３０分から午後１０時まで 

昼夜間 午前９時から午後１０時まで 

＊ 午前、午後連続利用の場合は講堂昼間の利用時間帯と同様とする。 

 

 

４ 開館時間の変更及び臨時休館・臨時開館 
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規則第９条第３項の規定により開館時間を変更し及び臨時に休館し又は開館することがで

きる場合は次のとおりとする。 

（１）指定管理者は鶴見区長と協議の上、臨時休館及び臨時に開館することができる。 

（２）開館時間を変更し、または臨時に休館することができる場合 

 ア 設備点検等によりやむを得ない場合 

 イ 非常災害等が生じた場合 

 ウ その他全各号に準じる場合  

（３）臨時に開館することができる場合 

 ア 公職選挙法に基づく個人演説会や政談演説会を行う場合 

 イ その他前号に準じる場合 

 

第３章 申請 

１ 受付期間及び受付時間 

（１）受付期間は、規則第２条による。また、規則第２条に定める申請期間の最初の日（以

下「受付開始日」という。）が、休館日の場合は、その翌日から受付を開始する。 

（２）規則第２条の規定にかかわらず、業務に支障のない場合は、利用日の２日前、前日

又は、当日であっても、受付を行うことができる。 

（３）受付時間は、来館による受付は午前９時から午後８時３０分まで、電話による受付 

は午前１０時から午後９時５０分までとする。 

（４）利用の申込は、鶴見公会堂利用許可申請書（第１号様式）（以下「利用許可申請書」

という。）の提出により行い、公会堂の利用を許可したときは、申請者に鶴見公会堂利

用許可書（第２号様式）（以下「利用許可書」という。）を交付する。 

 

２ 抽選 

（１）受付は、申請の順序により行う。ただし、同時に複数の利用申込があったときは、抽

選で決定する。  

（２）全館及び講堂を平日・土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を利用の場合は、利用日の６箇月前の同一日（休館の

場合は翌日）に、電話または窓口で受付をする。正午の時点で複数の利用申込があっ

た場合は、鶴見公会堂スタッフ（以下、「スタッフ」という。）の抽選で決定する。 

（３）利用申込は 1 催事につき 1 回とする。同一団体で複数の利用申込が認められた場

合は、利用申込を無効とする場合がある。 

 

３ 受付の特例（優先受付） 

（１）横浜市（以下「本市」という。）が利用する場合及び本市が共催又は後援する行事等

に利用する場合は、受付開始日以前であっても優先的に受け付けることができる。 

（２）前号の受付は１２箇月前の同一日から開始する。 

（３）前（１）の優先受付については、次に定める手続きによるものとする。 

   ア 本市が利用する場合及び本市が共催する行事に利用する場合 

公会堂の利用予約について（依頼）（第１０号様式）を提出すること。複数回利用
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する場合は、予約依頼書（別紙）を提出すること。ただし、利用許可申請書を提出す

る場合はこの限りではない。 

     イ 本市が後援する行事に利用する場合 

     （ア）申請 

公会堂優先予約申請書（第１３号様式）を提出すること。ただし、利用許可申

請書を提出する場合はこの限りではない。 

     （イ）書類の提出 

指定管理者は、申請に際し必要に応じて横浜市市民協働条例及び同条例施行規

則に定める書類の提出を求めることができる。 

（ウ）決定通知 

公会堂優先予約決定通知書（第１４号様式）又は利用許可書を交付する。 

（エ）供覧 

前(イ)により書類を提出したもの及び指定管理者は、横浜市市民協働条例施工

規則の定めるところにより、同規則第３条第１項及び第２項に規定する書類又は

その写しを、一般の閲覧に供しなければならない。 

        なお、閲覧を求めるものは閲覧表（第１５号様式）を提出するものとする。 

（４）指定管理者は、行事内容及び一般の利用との均衡等を総合して、優先受付の可否を

決定する。 

（５）指定管理者は、前号の優先受付による利用回数が、土曜日、日曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日については、原則として

１箇月を通してそれぞれの日の数の合計の２分の１を超えないよう利用調整を行い、

利用の均衡を諮る。また、平日についても同様とする。 

（６）優先受付（予約）の承認を受けたものは、１０日以内に利用許可申請書を提出しな

ければならない。 

４ 受付の特例（他都市市民の取扱い） 

   公会堂の利用の許可を受けようとする者（以下、「申請者」という。）が、他都市市民の場

合は、規則第２条の規定にかかわらず、１箇月前の同一日から受付を開始する。 

５ 申請書添付書類 

   指定管理者は、必要に応じ利用許可申請書に、次の書類の添付を求めることができる。 

（１）災害等における避難誘導等の協力について（第１２号様式） 

（２）プログラム、行事開催要領等 

（３）申請者が未成年者の場合は、成年者の同意書 

（４）その他必要と思われる書類 

６ 予約 

（１）予約とは、規則第１条に定める利用許可申請書を指定管理者に提出する前に、来館

又は電話により利用の申込みを行うことをいう。 

（２）前号の予約を行ったものは、予約の日から１０日以内に利用許可申請書を指定管理

者に提出しなければならない。 

（３）申請者が前号の期間内に申請を行わない場合は、指定管理者は予約を取り消すこと

ができる。 
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（４）来館による予約は受付開始日の９時から、電話による予約は受付開始日の１０時か

ら受付を始める。  

 

第４章 許可 

 １ 許可 

（１）公会堂の利用を許可するに当たり必要な場合、指定管理者は利用目的、利用方法そ

の他必要な事項について、利用者から説明を求めることができる。 

（２） 指定管理者は、公会堂の利用許可に管理上必要な条件を附することができる。 

２ 利用の不許可 

（１）利用を許可しない場合は、条例第２条及び規則第３条の定めによる。 

条例第２条第１項第１号～３号に該当する場合の例示は次のとおりとする。 

ア 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある利用を行おうとするとき。 

イ 火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる利用を行う場合であって、これに対す

る対策が十分ではなく、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認めら

れるとき。 

ウ 指定暴力団等その他団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行

うことを助長するおそれがある団体、又はその団体の構成員が集団的に又は常習的

に反社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が利用しようとするとき。 

エ 申請内容において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律」にいう差別的言動が行われる恐れがあり、当該言動が行われ

ることで、混乱が生じる可能性が高いと判断されるとき。 

オ 当該利用により多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が

発生するおそれがあると認められるとき。 

カ 当該利用により建物や附帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあると認め

られるとき。 

キ 過去において施設管理上の指示に従わなかったなど施設管理上の指示にしたがわ

ないおそれがあると認められるとき。 

ク 定員を超える利用のとき。 

ケ 葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を利用しようとするとき。 

コ 主として物品の販売又は宣伝若しくはこれらに類することを目的として利用しよ

うとするとき。 

サ 申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。 

シ その他上記のア～サに準ずると認められるとき。 

（２）規則第３条第１号にかかわらず、本市が主催、共催又は後援するバザー又はチャリ

ティーその他これらに類似する福祉事業は、不許可の対象としない。 

３ 連続利用の制限 

公会堂の利用期間は、引き続き３日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別

の必要があると認めたときは、連続利用を認めることができる。 

４ 利用許可の取消等 

利用許可の取消等条例第１４条第３号により不許可にする場合は、条例第２条の各号に該
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当すること。 

条例第２条第１項第１号～３号に該当する場合の例示は次のとおりとする。 

ア 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある利用を行おうとするとき。 

イ 火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる利用を行う場合であって、これに対する

対策が十分ではなく、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認められる

とき。 

ウ 指定暴力団等その他団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う

ことを助長するおそれがある団体、又はその団体の構成員が集団的に又は常習的に反

社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が利用しようとするとき。 

エ 申請内容において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律」にいう差別的言動が行われる恐れがあり、当該言動が行われることで、混

乱が生じる可能性が高いと判断されるとき。 

オ 当該利用により多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が発

生するおそれがあると認められるとき。 

カ 当該利用により建物や附帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあると認めら

れるとき。 

キ 過去において施設管理上の指示に従わなかったなど施設管理上の指示にしたがわな

いおそれがあると認められるとき。 

ク 定員を超える利用のとき。 

ケ 葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を利用しようとするとき。 

コ 主として物品の販売又は宣伝若しくはこれらに類することを目的として利用しよう

とするとき。 

サ 申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。 

シ 地震が発生し又は地震の警戒宣言が発せられたとき。 

ス 公会堂又は公会堂の近隣において火災があったとき。 

セ 風水害により著しい危険が予想されるとき。 

ソ その他上記のア～セに準ずると認められるとき。 

    

第５章 許可事項の変更 

１ 許可事項の変更 

（１） 利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用予定日の３日前ま

でに「鶴見公会堂利用変更許可申請書」（第３号様式）を提出しなければならない。 

（２） 前号の期間内に「鶴見公会堂利用変更許可申請書」（第３号様式）の提出がない時

は、指定管理者は利用許可を取り消す場合がある。 

（３）前（１）号の申請には交付を受けた利用許可書を添付しなければならない。 

（４）利用の変更を許可するときは「鶴見公会堂利用変更許可書」（第４号様式）を交付す

る。 

２ 変更の不許可 

次の場合は前項の申請を許可しない。 

（１）取扱要綱第４章第２項に該当するとき。 
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（２）利用者、利用目的などの許可の主たる内容に著しい変更のある場合。 

（３）利用権の譲渡とみなされるとき。 

（４）２回以上の変更申請を行い、管理に支障があると認められる場合。 

（５）その他変更申請を行う正当な理由がないと認められる場合。 

 

第６章 利用料金 

１ 利用料金の納入時期 

（１）利用者は、利用許可を受けた時は、直ちに利用料金を納入しなければならない。 

（２）前号の規定により難しいときは、利用者は許可を受けた日から１０日以内に、納入

することができる。 

２ 利用料金の後納 

    条例第８条第１項の規定により後納することができる場合は次のとおりとする。 

     国又は他の地方公共団体が利用する場合。 

３ 変更利用料金 

規則第５条の規定により、変更許可を受けた場合の利用料金の過不足の取扱いは、次のと

おりとする。 

（１）既納の利用料金に過納が生じた場合は、過納額は返還しない。 

（２）既納の利用料金に不足が生じた場合は、不足額を徴収する。 

４ 割増料金 

（１）土曜日、日曜日及び国民の祝日の割増 

利用日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

第３条に規定する休日であるときは、利用料金の２割増とする。 

（２）入場料割増 

ア 入場料その他これに類する料金とは、その行事を行う際に、参加者から徴収する

料金をいう。前売券、整理券等が有償の場合はこれを入場料とみなす。また、資料

代、教材費等名称にかかわらず入場料に類すると認められる場合は、割増を適用す

る。 

   割増額については、次のとおりとする。 

・ 入場料等が 1,000円以上 2,000未満の場合・・・５割増 

・ 入場料等が 2,000円以上の場合・・・・・・・１０割増 

ただし、利用者に代表される会の経常的な組織運営のための会費は、入場料その

他これに類する料金とはみなさない。 

イ 入場料等を徴収する場合であっても、前日の準備及び翌日の後片づけについては

割増料金の徴収は行わない。 

ウ 本市が主催、共催又は後援して行うバザー、チャリティーその他これらに類似す

る福祉事業に利用する場合は、入場料その他これに類する料金を徴収する場合であ

っても、割増料金の徴収は行わない。 

（３） 時間超過割増 

 管理運営上支障のないときは、１時間以内で利用時間を延長することができる。こ

の場合は、３割増の利用料金を徴収する。また、次の利用時間帯まで超過して利用す
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る場合は、新たな申請とみなしその区分の利用料金を徴収する。 

   （４）附属設備の割増料金 

附属設備の利用料金には割増を適用しない。 

５ 利用料金の減免 

（１）条例規則に定めるほか、次に定める場合は、次の率を利用料金に乗じて得た額を減

免することができる。 

・ 本市が利用する場合 ・・・１００分の１００ 

・ 本市との共催事業の場合・・１００分の５０ 

（２）本市が後援する事業は減免の対象としない。 

６ 減免申請手続 

（１）利用料金の減免を受けようとするものは、利用許可申請時に公会堂利用料減免申請

書（第７号様式）（以下「減免申請書」という。）を提出しなければならない。 

（２）本市が共催する行事等に利用する場合で、利用料金の減免を受けようとするものは、

減免申請書に共催証明書（第１１号様式）又は必要な事由を証明する書面を添付しな

ければならない。 

（３）利用料金の減免を受けようと申請するときに共催証明書が間に合わない場合は、団

体等活動の公益性について（副申）を代用して利用許可を受けることができる。なお、

共催証明書は後日提出すること。 

（４）指定管理者は、前２号のほか行事内容を説明する資料等必要な書類の提出を求める

ことができる。 

（５）第１号の減免申請書に対する承認又は不承認の決定は、利用許可書に表示すること

により申請者に通知する。 

７ 利用料金の返還 

（１）利用日の１箇月前までに利用の取消しを申し出た場合は、利用料の 100分の 80を返

還する。 

（２）前項の利用料金の返還を受けようとするものは、利用日の 1 箇月前までに公会堂利

用許可取消及び利用料返還申請書（第８号様式）を指定管理者に提出しなければなら

ない。なお、申請書には、利用許可申請書及び利用料領収書等を添付しなければなら

ない。 

（３）指定管理者は第２号の規定による申請を承認し、又は承認しないことを決定した場

合は、利用料返還承認・不承認決定通知書（第９号様式）により、申請者にその旨を通

知するものとする。 

（４）第５章の規定に基づき利用日の変更許可を受けた場合は、変更後の利用日にかかわ

らず、当初、許可を受けた利用日を規則第１４条第１項第２号の利用日とする。 

（５）規則第１４条第１項第１号に定める利用者の責めに帰さない事由とは次の各号に定

める場合をいう。 

     ア 天災等の不可抗力により公会堂を利用できないとき。 

イ 地震警戒宣言の発令に伴い、行事等の開催が不可能となった場合及び行事開催中

に発令があったため行事等を中止したとき。 

     ウ 交通機関の不通等により行事等の開催が不能となったとき。 
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     エ 公会堂の管理運営上の理由により行事等の開催が不能になったとき。 

     オ その他これらに類するとき。 

 

＊ 利用料金は、下記の表のとおりとする。 

施設利用料金（平日） 

 昼   間 
夜 間 昼夜間 

午前 午後 

1号会議室   ８００  １，１００  １，２００  ３，１００ 

2号会議室 １，０００  １，３００  １，４００  ３，７００ 

3号会議室   ９００  １，２００  １，３００  ３，４００ 

和 室   ６００    ８００    ９００  ２，３００ 

講 堂 １５，０００ １４，０００ ２９，０００ 

全 館 ２２，７００ １８，８００ ４１，５００ 

次の場合、上記利用料金のほかに割増料金をいただきます。 

① 利用日が土曜日、日曜日および祝日のときは、利用料金の２割増となります。 

② 入場料を徴収する場合 

・入場料等が 1,000円以上 2,000円未満のときは、利用料金の５割増となります。 

・入場料等が 2,000円以上のときは、利用料金の１０割増となります。 

 

付属設備利用料金 

 午前 午後 昼間 夜間 昼夜間 

照明設備 1,500 1,500 3,000 1,500 4,000 

拡声装置 1,500 1,500 3,000 1,500 4,000 

グランドピアノ 1,500 1,500 3,000 1,500 4,500 

プロジェクター 2,000 2,000 4,000 2,000 6,000 

ＤＶＤプレーヤー（BD） 2,000 2,000 4,000 2,000 6,000 

⚫ ＣＤ 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 

⚫ ＭＤ 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 

⚫ カセット 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 

⚫ ＵＳＢ 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 

⚫ ＳＤ・ＣＦ 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 

持込機器の電気利用料金 

 ※消費電力１Kwにつき 200円（１Kw未満の端数は、１kw として計算する。） 

 

第７章 特別の設備 

１ 特別設備の設置許可をしない場合は次のとおりとする。 

（１）施設の電気容量を超えると認められるとき。 

（２） 建物等構造物への加工、工作を伴い、原状回復が困難と認められるとき。 

（３） 消防法等、法令の規制を受けるとき。 



 

 9 

２ 特別設備設置申請等及び許可 

（１）照明装置・音響装置・舞台装置その他（以下「特別の設備」という。）を公会堂に設

置しようとするものは、利用許可申請書に特別設備の内容を記載し、指定管理者に提

出しなければならない。 

（２）前号の申請書には、設備の種類、数量、消費電気量、安全性等を説明する資料を添付

しなければならない。 

（３）特別の設備の設置を許可したときは、利用許可書に特別設備の設備内容を記載し、

申請者に交付する。 

（４）指定管理者は、特別設備の設置許可に際し管理上必要な条件を附することができる。 

３ 持ち込み器具の実費負担 

（１）施設内に器具を持ち込み利用する場合は、電気料の実費相当額（以下「実費」とい

う。）を徴収する。実費の額は、消費電力１KWにつき２００円とする。この場合におい

て、消費電力に１KW 未満の端数があるときは、端数消費電力を１KW として計算する。 

（２）利用者は実費を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由がある

と認めたときは後納することができる。 

（３）規則第１３条の規定は実費の場合に準用する。 

（４）規則第１４条第１項第１号の規定は実費の場合に準用する。 

４ 特別の設備の管理責任 

（１）特別の設備は、利用者の責任において管理するものとし、設備に生じたいかなる損

害に対しても指定管理者はその責めを負わない。 

（２）特別の設備に起因して、指定管理者及び第三者に損害を与えたときは、利用者はそ

の責めを負う。 

 

第８章 施設管理 

１ 許可書の提示 

公会堂を利用するものは、利用当日、利用許可書を窓口に提示し、スタッフの指示を受け

なければならない。 

２ スタッフの立ち入り 

指定管理者は、管理上必要と認めるときは、スタッフを利用者が現に利用している施設に

立ち入らせることができる。この場合、利用者は当該スタッフの立ち入りを拒むことができ

ない。 

３ 利用後の点検 

利用者は、利用を終了したときには、直ちに施設の原状回復を行い、スタッフの確認を受

けなければならない。条例第１４条の規定により、利用の許可を取消し、又はその利用を制

限し若しくは停止し又は退去を命ぜられた場合も同様とする。 

 

４ 物品等の保管 

（１）利用許可を受けた時間以外は、利用者が持ち込み又は設置した物品等の保管は認め

ない。ただし、やむを得ない場合は、指定管理者はこれを認めることができる。 

（２）指定管理者は、保管中に生じた物品等の滅失毀損の責めを負わない。 



 

 10 

（３）保管中の物品等に起因して、指定管理者又は第三者に損害を生じたときは、利用者

はその責めを負わなければならない。 

５ 管理上の利用の制限 

施設の管理上、次の利用は制限する。 

（１）飲食を伴う行事。ただし、儀礼的行事等社会習慣上の範囲内で行うもので指定管理

者が特に認めたもの、会議室等で軽い飲食を行う場合を除く。 

（２）通路、ロビー、ホワイエのみの単独利用。ただし、指定管理者が特に必要があると認

めるときはこの限りではない。 

 

第９章 損害の賠償 

１ 破損等の届出 

利用者は、施設等を破損し又は滅失したとき直ちにその旨を届け出、スタッフの指示を受

けなければならない。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和 ４年 ４月 １日から施行する。 


